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2024年 10月 31日 

各 位 

会 社 名：ウインテスト株式会社 

（コード：6721 東京証券取引所 スタンダード市場） 

代表者名：代表取締役 姜   輝 

           問合せ先：専務取締役 樋口 真康 

 

 

第三者割当による第 12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、2024 年 10 月 31 日開催の定時取締役会において、以下のとおり、ＧＦＡ株式会社（以下、「割当予定

先」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本

第 12回新株予約権」といいます。）の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．募集の概要 

（１） 割当日 2024年 11月 20日 

（２） 発行新株予約権数 100,000個 

（３） 発行価額 総額 11,500,000円（本第 12回新株予約権 1個につき 115円） 

（４） 当該発行による 

潜在株式数 

10,000,000株（新株予約権１個につき 100株） 

本新株予約権については、下記「（６）行使価額及び行使価額の修正条件」

に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はあ

りません。 

本新株予約権の下限行使価額は 55円ですが、下限行使価額においても潜在

株式数は 10,000,000株です。 

（５） 調達資金の額) 711,500,000 円(差引手取概算額：704,915,500円) 

（内訳）  

本第 12回新株予約権 

  新株予約権発行による調達額： 11,500,000円 

新株予約権行使による調達額：700,000,000円 

差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の

調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使

に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差

し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増

加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使

が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減

少する可能性があります。 

（６） 行使価額及び 

行使価額の修正条

件 

当初行使価額 70円 

行使価額は、2024年 11月 20日の割当日以降、毎週水曜日（以下「修正日」

といいます。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取

引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値

がない場合は、その直前の終値）の 90％に相当する金額の１円未満の端数を

切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前

に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、

当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、当該修正後の価額
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が 55 円（以下「下限行使価額」といい、調整されることがあります。）を下

回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。な

お、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいい

ます。別段の記載がなされる場合を除き、以下同じです。 

（７） 募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 

ＧＦＡ株式会社  100,000個 

（８） その他 新株予約権の譲渡に関する事項 

①当社と本第 12 回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予

約権割当契約書（以下、「本割当契約書」といいます。）において、当社取締

役会による承認がない限り、本第 12 回新株予約権を第三者に譲渡しない旨

の制限を付すものとする。 

②割当予定先は、当社の取締役会の承認決議を経て本第 12 回新株予約権を

他の者に譲渡する場合には、割当予定先の本契約上の地位及びこれに基づく

権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡するものとする。この場合、各当事者

は、かかる譲渡に必要な措置を採るものとし、かかる譲渡以後、本割当契約

中の「割当予定先」は当該譲受人の名称と読み替えられるものとする。本項

に基づく割当予定先の義務は、当該譲受人及び本第 12 回新株予約権のその

後の全ての譲受人に承継されるものとする。 

上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条

件とします。その他詳細については、末尾添付の発行要項をご参照くださ

い。 

  

２．募集の目的及び理由 

（１）募集の目的 

① 当社グループの事業概要 

当社は、1993年８月の設立当初は日本における半導体検査装置のマーケットにおいてアレイ検査装置と

イメージセンサーICに特化した事業を展開してまいりましたが、2013年前後から徐々に顕在化してきた国

内の工場の統合、閉鎖、海外への移転、海外企業への売却などが進み、国内におけるパネルやイメージセ

ンサー工場は激減、国内におけるものづくりは大きく落込み、その市場は日本に代わり台湾、中国に移り

ました。技術面においてもIT機器に欠かせないマイクロプロセッサーなどのハイテク分野ではアメリカ

に、メモリー分野は韓国に大きく引き離されている状況にありました。このような状況のもと、当社は新

たに2014年からLCDドライバーIC検査装置分野へ進出いたしました。また日本国内においては大きな半導体

検査装置の需要は見込めないと判断し、中国・台湾向けの半導体検査装置のニーズがあると考え、2019年

９月に武漢精測電子集団股份有限公司と資本提携をし、また2019年12月には中国の湖北省に子会社(偉恩測

試技術（武漢）有限公司。以下「ウインテスト武漢」と言う)を設立するといった施策を行っておりまし

た。 

② 半導体検査市場の動向と今後の見通し 

今般状況が変化しており、日本政府は2021年６月から大きく政策を転換し、日本における半導体産業の

復活を狙った政策を打ち出しました。その政策は、日本政府が半導体製造に関連する複数の大手企業を支

援するという政策です。例としては、ＮＴＴ及びトヨタ自動車など８社が、デジタル半導体製造FAB(ウ

エーハインゴットから切出したシリコンなどの円盤に半導体回路を焼付ける製造過程を有する工場で、凡

そ25枚を１ロットとして出荷する工程を請負う会社) を立上げ、日本政府はそのFABに対して投資をすると

いう政策です。この半導体製造FABは、2027年に半導体の生産を開始するとの報道があります。加えて、各

メディアが報じているように、熊本に政府主導で誘致を行った台湾のウエーハFABであるTSMC（日本工場名

はJASM：Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社）は、JETROのビジネス短信（2024年2月9

日）記事によると、2024年2月24日に開所式が行われ、現在第一FABが稼働を開始し、第2FABは2024年末に

建設を開始し、2027年末からの運営開始を予定するとのことです。加えて朝日新聞デジタルによると、第

3FABの建設も計画に上っており、熊本県知事が訪台し、協議を行ったとのことです。また、北九州市に台

湾のOSAT（封止組立などの後工程や検査をする会社）大手であるASE社が工場建設の用地取得に動いてお

り、「新生シリコンアイランド九州グランドデザイン」構想が進んでいます。（引用元：朝日新聞デジタ

ル2024年8月13日19：00）今後、日本に半導体ビジネスが回帰し、本格的に日本半導体が復活をする日がく
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ると考えておりますが、ダイヤモンドONLINE「TSMC・ラピダス・ソニー…半導体「異次元投資」の全貌、

日本が“シリコン列島”化する！【71社・96計画】：2024年1月29日5：25」に掲載の記事によると、「半

導体の設備投資や装置需要が回復してくるのは24年後半になってからとの見方が強いが、日本の半導体関

連企業は需要爆発が想定されている25～26年に照準を合わせている。」としており、目に見える成果まで

は、今しばらくかかるものとされております。 

当社といたしましては、当面の間は中国、台湾市場に集中した戦略をとり、当社が中国国内に100%出資

で設立した製造販売子会社であるウインテスト武漢及び中国のグループ会社と共に営業活動や現地向け製

品の開発とサポートに力を入れ新型コロナ禍により傷ついた財務体制を立て直してまいります。同時に、

前述いたしました日本半導体の復活に商機があると見越し、2024年６月より国内における営業体制を強化

し、一度は縮小した国内営業体制のための増員をいたしました。 

2024年以降の半導体市場は、従来からのTVや音楽プレイヤー、またゲームなどのハードウエアを中心と

した製品の需要はありつつも、生成A.I.技術の需要が激増し、情報端末を使いインターネットを中心とし

た新たな未来市場を形成しつつあります。A.I.は、今までの単なるセンサー技術と広域ネットワークで構

築されようとしていた自動運転技術、ロボット技術、そしてキャッシュレス技術などに、A.I.の領域が組

み込まれることで、限界を迎えていた技術の壁を破れる可能性が出てまいりました。またA.I.は今までな

かった新技術を必要とするサービスを生み出し、それに合わせて新たな半導体が開発され、今後半導体需

要は益々増加していくと想定されています。 

当社は、2020年12月期決算において、15期ぶりとなる黒字化を達成したものの、猛威を奮う新型コロナ

禍の影響は当社営業活動に大きな影響を与え、かつ、その後のテレワーク需要激減からくる半導体部材の

ダブつきは、半導体製造工場の新規設備投資凍結の引き金となりました。このような半導体のダブつきは

2023年末から2024年初頭において解消される見込みでしたが、2024年上半期の設備投資の動向では依然と

して各半導体製造工場は設備投資に対し様子見を続けており、2024年中間期決算までの期間では受注の回

復は叶わず、当社業績の回復ができませんでした。 

SEMI（国際半導体製造装置材料協会）によると、2024年の世界半導体製造装置市場は、前年比3.4％増の

1,090億米ドル（円換算後：15.55兆円 ※１円＝142.73円（2024年９月30日TTMレート））、以下同レート

を使用しております。）に達し過去最高の規模となる見通しであり、2025年も市場は続伸し売上高は1,280

億米ドルになると予測しております。この成長要因は、特に「中国の好調な設備投資の継続」や「A.I.コ

ンピューティングに向けたDRAM及びHBM（広帯域メモリ）への投資」と言われております。また当社ビジネ

スに関係する後工程装置の市場規模は過去２年間の減少から一転し、「2024年後半」より市場回復が見込

まれており、中でも「半導体テスト装置」は前年比7.4％増の67億米ドル（円換算後：9,562億円）、OSAT

（受託組立検査企業）で使われる「組み立ておよびパッケージング装置」は前年比10.0％増の44億米ドル

（円換算後：6,280億円）、という予想がされております。つまり、2024年下期以降年末にかけて急速な市

場の回復が見込まれているということであり、当社としての喫緊の課題として、今期下期から2025年の市

場の急速な成長に対応できる受注、製造体制の強化を行う必要があります。 

当社は、市場が低迷するなか業績の回復はできませんでしたが、その時々の課題解決のため、2023年１

月13日開催の取締役会において、第11回新株予約権の発行を決議し、装置製造に関わる半導体部材仕入れ

等の目的のため433,338千円の資金調達を行いました。また、新規開発中であった次世代検査装置に競合に

負けない機能の追加を行う必要が出てきたことから、2023年９月15日開催の取締役会において、第三者割

当による新株式の発行を決議し、399,921千円の資金調達を行いました。その資金の主となる使途は、次世

代装置のバリエーション展開費用、SoC検査装置の参入準備（マーケティング、基礎技術導入費用等）そし

て開発者増強に伴なう人件費の増加及び運転資金を補うためのものであり、その結果、2024年10月には、

悲願であった次世代高精度高速検査システムWTS-577SX（WTS-9000の小型版）を、年度末までにWTS-9000S

（WTS-9000の多ピン大型版）と、２機種の次世代装置も完成とリリースを行う準備が整いつつあります。

（以下記述において、次世代装置をWTS-9000シリーズと総称することもあります） 

しかしながら、上記でご説明しましたように2024年上半期の各社半導体製造工場における新規設備投資

計画は想定以上に遅れが発生、同下半期９月以降に持ち越されることとなり、当社2024年12月期に向けた

事業計画を再策定する中で、新たな資金調達の必要性が高まり、以前に第三者割当において引受実績のあ

る割当予定先と相談しましたところ、承諾を得られるこことなったことから、同社を割当先とし第三者割

当による本第12回新株予約権の発行を決定いたしました。 

③ 新規事業の開拓 

また、水面下で進めてまいりました、新規事業である「IoTヘルスケア装置、ボディービートセン

サー」、「自重補償機構による荷役用簡易エレベータ機器」の製品化及びSDG’ｓに配慮した「水素ナノバ

ブルイオン量子水生成器及び水素ナノバブルイオン量子水」の販売準備が整ってきたことから、それらに

も製品化や販売チャンネル開拓のための予算を割り充てることも決定いたしました。 

当社として、2024年度末を見据え、下期に向けた今後の計画の遂行並びに顧客はもちろん、各事業者様
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等とも円滑な関係維持を保ち、早期の黒字回復は勿論、2025年度に向けた今後の準備を行い事業の発展と

継続、株主価値の増大に必要となるあらゆる対策をとっていく所存です。 

 

（２）資金調達の目的及び理由 
本第 12 回新株予約権の権利行使による増資等により得られた資金は、以下の使途に充当してまいります。 

まず、新開発の次世代ディスプレイドライバー検査装置 WTS-9000シリーズ(WTS-577SX)のデモ機を追加製

造し拠点へ設置、顧客製品製造ラインでの性能評価を目的とした複数のデザインハウス並びに OSAT など有

力顧客へのベンチマークを行う費用 200,000千円を見込んでおります。なお、最終的にこれら貸出装置は購

入に切替えられる貸出条件で進めますが、市場、顧客の状況によって、売上になるには最短で 3か月程度か

ら最大で 1年前後の時間が必要と見込んでおります。 

次に、上述いたしました通り、日本半導体の復活が叫ばれており汎用ロジック検査装置や、バーンイン検

査装置加えてパワー半導体の検査装置の引き合いが増えており、縮小気味であった当社国内向け機能の再

活性化を通じて国内マーケットへの再参入のため、販売装置ラインナップの技術的な再整備を目的とした

新しい検査装置の開発の費用 100,000千円並びに専門技術者の増員費用 40,000千円を見込んでおります。 

当社は、2017年 3月 21日に共同研究契約を株式会社 TAOS研究所と結び IoTヘルスケア機器プロジェクト

を開始し、2019年 8月 29日に PR情報として開示した「和歌山大学並びに株式会社 TAOS研究所との３社共

同開発による ECGと PPGを用いたカフレス血圧推定法の開発に関するお知らせ」のように基礎研究を続けて

まいりました。また、慶応義塾大学と共同（共同開発開始は「2014年 9月 1日に PR情報として開示：学校

法人慶應義塾との共同研究契約締結のお知らせ」）で進めている自重補償機構を使った荷役補助装置プロ

ジェクト（自重補償機構エレベータ）と、二つのプロジェクトを本格的に事業化することで、収益の柱が

半導体検査装置 1本である当社の体制に更に収益の柱を立てられる体制となるものと考え、両技術の研究と

開発を行ってまいりました。IoTヘルスケア機器に関しましては、初版が完成した 2022年 4月 4日に PR情

報としてお知らせいたしました「IoT センサーを活用したセルフヘルスケア製品の完成と販売開始について

のお知らせ」の通り、一部の介護施設、病院向けに先行販売を行い、その後改良を続け第 2 版として 2023

年 3月 9日付で PR開示した「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器 の販売開始決定及び価格に関

するお知らせ」で一般販売を開始いたしました。しかし、製造を海外に委託しており、品質も一定に保つ

ことが難しかったため販売、プロモーションも十分ではなく計画は難航しておりました。この度プロジェ

クトを一新し、株式会社 TAOS 研究所と共にセンサー類を新開発し、加えて 100%国内製造に切替える方針と

し、サーバーとの通信回路（Wi-Fi）も最新規格にあらため、第 3 版としての製品化及び新しい販路開拓と

なるご協力会社も加え、製造、販売及びプロモーションを進めることとしました。上述の両プロジェクト

は研究開発開始から時間が経っておりますが、プロジェクトを刷新し来期に向け受注と収益化を目指して

まいります。そのための費用として IoT ヘルスケアに関しては 50,000 千円、自重補償機構に関しては

100,000千円を見込んでおります。 

また、2022 年 10 月 25 日付 PR で開示しました「水素ナノバブル洗浄水取り扱い開始のお知らせ」のよう

に台湾のメーカーと協議を続けていた、水素ナノバブルイオン洗浄水に関しても今般、小型化に目途が付

き、国内における洗浄能力の実証実験も終わったことから、国内でのノックダウンと販路開拓費用として

10,000千円を見込み事業化してまいります（「ノックダウン」とは、OEM製造のことです）。 

上述いたしました資金使途の詳細につきましては、下記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期

（２）調達する資金の具体的な使途」に記載しております。 

以上のような現在の資金需要及びこれらの取組みに迅速に対応するため、機動的かつ株主の利益に十分に

配慮した資金調達が必要であると判断し、本第 12回新株予約権の発行を決定いたしました。 

 

（３）資金調達方法の概要 

本件の資金調達は、当社が割当予定先に対し本第 12回新株予約権を割り当て、割当予定先による本第 12

回新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。具体的には、下記のとお

り、本第 12回新株予約権については、行使価額修正条項付新株予約権とし、割当予定先及び当社で頻繁に

協議を行い、割当予定先としては、株価への影響に配慮しつつ、当社の資金需要に迅速に対応することを

目指すとの方針です。 
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本第 12回新株予約権は、対象株式数を 10,000,000株とし、行使期間を１年間とする、行使価額修正条項

付新株予約権となり、本第 12回新株予約権の行使期間は、2024年 11月 21日から 2025年 11月 20日までで

す。 

本新株予約権の概要は以下のとおりです。 

①行使価額の修正 

本第 12 回新株予約権の当初行使価額は、本発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値 70円とし、行使価額は、割当日以降、毎週水曜日（以下「修正日」といいます。）の直

前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直

前の終値）の 90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下、「修正日価額」といいます。）

が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合または下回る場合には、当該修正日の翌日

以降、当該修正日価額に修正されます。これにより、株価が上昇した場合に、行使価額も同様に上方に修

正されることから資金調達金額が増加することになります。他方で、株価下落時であっても、株価が下限

行使価額を上回っている限り、行使価額も同様に下方に修正されることにより、当該修正条項を付帯する

ことにより、本新株予約権者による本新株予約権の行使が期待できることから、資金調達の蓋然性を高め

ることが可能となっております。 

但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 55 円（以下、「下限行使価額」といい、本第 12 回新株予約権

の発行要項第 10項の規定を準用して調整されます。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額

とします。 

なお、当該下限行使価額の設定に際しては、新型コロナウイルス禍の影響が経済全体に広まった 2020 年

１月以降現在までで、当社株価終値の最低値は 57 円ですが、本日の開示に伴う株式希薄化懸念による株価

の下落も予想されることで、行使が進まず、資本の調達が実現できない事態が生じる恐れもあります。当

社としては、本資金調達の蓋然性を重視し、割当予定先との交渉により本発行決議日の前取引日の取引所

における当社普通株式の終値の約 78％に相当する金額を下限行使価額とすることといたしました。本開示

によって当社株価に下落圧力がかかる可能性がございますが、調達した資金を下記「３．調達する資金の

額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載した資金使途に充当することで、

中長期的に既存株主様の利益に資するものであるものと考えております。 

②取得事項 

当社は、本第 12回新株予約権については 2025年２月20日以降いつでも、割当予定先に対し会社法第 273

条及び第 274 条の規定に従って 14 取引日前までに通知した上で、当社取締役会で定める取得日に、本第 12

回新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本第 12回新株予約権者の保有する本第 12回新株予約権の全

部又は一部を取得することができます。全部または一部を取得する場合には、当社取締役会での決議を経

たうえで行うものとし、直ちに開示いたします。 

 

（４）資金調達方法の選択理由 

当社は、資金調達に際し、金融機関の融資姿勢及び当社の財務状況、今後の事業展開等を勘案し、既存

株主の利益に対する影響を抑えつつ、当社の重要な経営課題の１つである自己資本比率を改善させること

を軸として、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。このため、下記「［他の資金調達方法と

の比較］」に記載の各項目及び他の手段との比較を行い、また、下記「［本資金調達スキームの特徴］」に記

載のメリット及びデメリットを総合的に勘案した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本

新株予約権による資金調達を採用いたしました。 

本資金調達スキームは、以下の特徴を有しております。 

［本資金調達スキームの特徴］ 

＜メリット＞ 

① 対象株式数の固定 

本第 12 回新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される 10,000,000 株で固定されてお

り、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定

の事由が生じた場合には、本第 12回新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。 
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② 取得条項 

当社は、第 12回新株予約権は、2025年２月 20日以降いつでも、当社取締役会で定める取得日の 14取引

日前までに本新株予約権者に書面により通知することによって、残存する新株予約権の全部又は一部を本

新株予約権のそれぞれの発行価格と同額で取得することができる設計となっております。これにより、将

来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得す

ることにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。 

③ 譲渡制限 

本第 12 回新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本割

当契約において譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲

渡されません。割当予定先は、当社の取締役会の承認決議を経て本第 12 回新株予約権を他の者に譲渡する

場合には、割当予定先の本割当契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡する

ものとします。この場合、各当事者は、かかる譲渡に必要な措置を採るものとし、譲渡以後、本割当契約

中の「割当予定先」は当該譲受人の名称と読み替えられるものとします。上記契約上の地位の譲渡に基づ

く割当予定先の義務は、当該譲受人及び本第 12回新株予約権のその後の全ての譲受人に承継されます。 

④ 株価上昇時の資金調達額増加の可能性があること 

本第 12 回新株予約権は、株価に連動して行使価額が修正され、また、行使価額の上限が設定されていない

ため、株価上昇時には当社の資金調達額が増加する可能性があります。 

 

＜デメリット＞ 

① 本第 12回新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性 

本第 12回新株予約権の対象株式数は発行当初から発行要項に示される 10,000,000株で一定であり、最大

増加株式数は固定されているものの、本第 12 回新株予約権が行使された場合には、発行済株式総数が増加

するため希薄化が生じます。 

② 株価低迷時に本新株予約権が行使されず資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性 

株価が長期的に下限行使価額を下回る場合などでは、本第 12 回新株予約権の行使はされず、資金調達額が

当初想定額を大きく下回る可能性があります。 

③ 割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が新株予約権を行

使して取得した株式を売却することを前提としており、現在の当社株式の流動性に鑑みると、割当予定先

による当社株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。 

④  取得請求 

本割当契約には、割当予定先が本第 12 回新株予約権の行使期間の末日の１ヶ月前の時点で未行使の本第

12 回新株予約権を保有している場合、割当予定先は、当社に対し、当社による取得日の５取引日前までに

通知することにより、本第12回新株予約権のそれぞれの発行価格と同額で残存する本第12回新株予約権の

全部又は一部を取得することを請求することができる旨が定められる予定です。当社は、かかる請求が

あった場合、当該本第 12 回新株予約権を発行価格と同額で取得することになります。この場合、割当予定

先は、本新株予約権の移転に係る記録が取得日になされるように、機構関連諸規則及び振替法に従い、か

かる記録のために割当予定先が執るべき手続を行うものとします。本第 12 回新株予約権の行使期間の末日

の１ヶ月前の時点で割当予定先が未行使の本第 12 回新株予約権を保有している場合において、割当予定先

が当社に対して本新株予約権の取得請求を行った場合には、その時点で残存する本第 12 回新株予約権の行

使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本

第12回新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要になることにより、本第12回新株予約権による

最終的な資金調達額が減少することになります。 

⑤ 権利不行使 

本第 12 回新株予約権は、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使されな

い場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。 

 



7 

 

［他の資金調達方法との比較］ 

一般的なその他の資本増強のための資金調達方法についても検討いたしましたが、以下の理由から、いずれ

も今回の資金調達においては適切ではないと判断いたしました。 

１） 公募増資 

公募増資による新株式発行は、当社の財務状況や 2024年 12月期中間期の経営成績に鑑みた場合、実現性

に乏しく、また早急な資金調達が求められていることから、他の方法により資金調達を図らざるを得ませ

ん。 

２） 株主割当 

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であること

から、十分な額の資金を調達できるかどうかが不確実であり、資金調達方法として適当でないと判断いた

しました。 

３） 新株式の第三者割当増資 

新株式の第三者割当増資は即時の資金調達としては有効な手段となり得ますが、割当先として適切な投

資家を見つけることが難しいことから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。 

４）行使価額が固定された転換社債(CB) 

通常 CB の転換は割当先の裁量により決定されるため、資本増強の蓋然性・タイミングが不透明であり、

当社の今後の株価の動向によっては、普通株式への転換が十分進まない可能性があり、その場合社債の満

期時に償還資金を手当てする必要がありますが、当面の間当社の手元資金は、当社の業績向上と継続的な

会社成長に必要な資金に優先的に充当する方針です。そのため、行使価額が固定された転換社債（CB）は、

適当でないと判断いたしました。 

５） MSCB 

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる MSCB）の発行条件及び行

使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されると

いう構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な

影響が大きいと考えられます。 

６） 新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー） 

株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融

商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者と

の元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イ

シューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資

金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予

想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。他方でノンコミットメント型ライツ・イシュー

については、当社は 2021 年 12 月期から連続で赤字を計上しているため、取引所の規則上実施することが

できません。 

７） 借入による資金調達 

当社の財務状況及び経営成績を鑑みた場合、与信上金融機関からの借り入れは困難な状況であります。

従って、他の方法により資金調達を図らざるを得ません。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

711,500,000 6,584,500 704,915,500 

（注）１．払込金額の総額は、本第 12回新株予約権の総額（11,500,000円）に、本新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額（700,000,000円）を合算した金額であります。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社への新株予約権公正価

値算定費用(1,250,000円）、有価証券届出書作成費用及び登記費用等（5,334,500円）です。 

４．払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使された場合の金額であり、行使価額が
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修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少す

る可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予

約権を取得し、又は買取った場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があり

ます。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

なお、本第 12 回新株予約権発行による上記概算額 704,915 千円の具体的な使途及び支出予定時期につきま

しては、以下のとおりです。 

具体的な使途 金額(千円) 支出予定時期 

①次世代先端システム WTS-9000シリーズデモ機の製造と各営

業拠点への設置又は各顧客向けベンチマーク費用 
200,000 2025年１月～2025年 12月 

②国内向けアナログ・デジタル・パワー検査装置開発費用 100,000 2025年１月～2026年 12月 

③技術者増強(技術営業、デジ・アナ開発、サポート) 40,000 2024年 11月～2025年６月 

④IoTヘルスケア製品量産化、販売チャンネル開拓費用 50,000 2024年 11月～2026年 12月 

⑤自重補償機器製品量産化、販売チャンネル開拓費用 100,000 2024年 11月～2026年 12月 

⑥水素ナノバブルイオン量子水生成器製造及び 

水素ナノバブルイオン量子水販売チャンネル開拓費用 
10,000 2024年 11月～2026年 12月 

⑦その他運転資金 204,915 2024年 11月～2025年 10月 

計 704,915  

（注）１．調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行預金等においてリスクの低い適時適切な 

資金管理をする予定であります。 

２．第 12 回新株予約権の行使による調達額につきまして、行使価額が修正又は調整された場合、本第

12 回新株予約権の全部又は一部が行使されない場合、あるいは、当社が本第 12 回新株予約権を取

得の上消却した場合には、当初計画通りに資金調達ができない可能性があります。その場合には、

各資金使途に係る支出予定時期を調整するとともに経費の削減や銀行系以外の金融機関あるいは事

業会社等からの借り入れ、売掛債権のファクタリング等、別途資金調達を検討することにより対応

する予定であります。また、想定した調達額を上回った場合は、社内で協議を行い、他プロジェク

トへ振り向けるまたは運転資金等に充当する計画です。その場合は、適時に調達額の変更及び資金

使途の変更の開示を直ちに行います。 

なお、株価の変動によって当初計画通りに資金調達ができない場合、上記表中の①から⑦の資金 

の充当予定一覧で示す数字が若いものに優先的に充当してまいります。 

 

 第 12回新株予約権発行による調達資金で予定する具体的な資金使途 

①次世代先端システム WTS-9000シリーズデモ機の製造と各営業拠点への設置又は各顧客向けベンチ 

マーク費用（200,000千円） 

    当社は、2022 年より次世代検査装置 WTS-9000シリーズを開発してまいりました、2022 年、2023年

は、コロナ禍の影響で、開発用の次世代デバイスのみならず通常の高速半導体デバイスも入手が困難

となり開発に大きな遅れが発生いたしました。困難な時期を乗り越え、2024 年末までには開発中で

あった次世代検査装置及びバリエーション展開も目途が付くこととなり、一部は 2024 年第３四半期末

から第４四半期中にはリリースを行います。その新世代装置の拡販の為、各営業拠点は基より、顧客

（デザインハウスと OSAT）向けに装置の評価を目的に量産評価機として複数のデモ機貸出を行い、ベ

ンチマークを行います。ベンチマークの為には、貸出装置の複数台の製造に１億５千万円を充当し、

検査周辺環境部材の調達等に３千３百万円並びに検査担当エンジニアの長期派遣などに 1 千７百万円

が必須となります。当該資金を本目的に充当する計画です。 

（デザインハウス：半導体の設計や開発をする企業、OSAT：半導体の受託製造と検査をする企業） 

 

②国内向けアナログ・デジタル・パワー半導体検査装置の開発（100,000千円） 
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  当社は2017年以降、半導体工場の再編、統合そして海外移転が進んだ国内市場から台湾、中国にお

ける半導体の急伸が続いている市場に活路を求め、サプライチェーンの構築を目指して邁進してまい

りました。しかし台湾、中国における門扉は固く参入が難しい状況にあり、戦略として 2019 年末に台

湾では有力な販売店を使い、中国では半導体業界に幅広いチャンネルを持つ武漢精測電子集団股份有

限公司と資本提携を結び、市場の開拓を行なってまいりました。当社の出鼻を挫くように 2020 年から

2023 年初頭まで全世界で猛威を奮った新型コロナウイルス禍は、当社の業績に大きな影響を与えまし

が、当社その間でも開発の手を緩めることなく、競合に負けない装置の開発を進めてまいりました。

そのような中、2023 年６月に政府主導（経済産業省）による半導体・デジタル産業戦略検討会議の内

容が開示（4. 半導体・デジタル産業戦略）され、日本における半導体再復活が叫ばれることとなり、

九州の熊本には JASM(TSMC)のウエーハ工場の建設、そして北海道ではソニーグループ株式会社、トヨ

タ自動車株式会社、株式会社デンソー、キオクシア株式会社、日本電信電話株式会社（NTT）、日本電

気株式会社（NEC）、ソフトバンク株式会社、三菱 UFJ 銀行が出資するラピダス株式会社、これは JASM

と同じく半導体ウエーハの製造拠点の建設計画が出てまいりました。2024 年初頭から当社としても国

内のお客様からの引合いも多くなったことから、国内においてもマーケティングを行い、当社の基盤

技術となっているアナログ関連半導体検査装置並びに汎用ロジック半導体検査装置のニーズが急進し

ている現状、並びにパワー半導体検査装置のお引合いも多くなってきていることから、改めて国内向

け検査装置のベース部分となる開発を進め製品化を2025年中に行い、2026年に検査オプションの開発

を行う予定です。2025 年中には少なくともベースとなるシステムソフトウエア、アナログ＋デジタル

機能で５千万円を充当完成し、2026 年に走りながら拡張機能となる波形取り込み機能、ミドルエンド

多ピンデジタル機能などに５千万円を充当予定としますが、当社社内における準備が整い次第、販売

の開始を計画します。従いまして拡張機能が必要ないお客様向けには、遅くとも 2026 年中に販売を開

始する計画です。 

 

③技術者増強(技術営業、デジ・アナ開発、サポート) 技術者の増強費用（40,000千円）   

   当社の既存装置WTS-9000シリーズなどの開発加速のためのエンジニアの募集が一段落いたしました

が、上記②に関連して、手薄となっているアナログ関連の技術エンジニア、並びに汎用デジタルエン

ジニア及びパワー半導体検査に知見のあるエンジニアを枠として最大で 10 名前後の雇用を計画し、検

査装置の開発と製品化並びに応用技術エンジニアの増強を行います。 

 

④IoTヘルスケア製品量産化、販売チャンネル開拓費用（50,000千円） 

当社は株式会社 TAOS 研究所並びに奈良県立大学と共に IoT 技術を使った健康管理（ヘルスケア）便

座の研究開発を行っており、TAOS 研究所において試作し、また病院・介護施設等で試験販売を行い、

その結果を踏まえ 2024 年 12 月期中又は遅くとも 2025 年初頭から一般販売を開始することとし、量産

を外部に委託する予定です。販売開始に合わせサーバーや販路開拓を計画してまいります。予算とし

ては新規プリント基板及び金型の設計製作で縫製関連他で２千万円、プロモーション１千万円、初期

ロット製造に２千万円を充当する計画です。 

 

⑤自重補償機器製品量産化、販売チャンネル開拓費用（100,000千円） 

  慶応義塾大学と当社で共同研究を重ねてまいりました、自重補償機構（特許申請済、一部は取得済

み）を使い搬送物の重量をキャンセルし、重量物を簡単に上げ下げ、移動ができる装置を計画し、特

許の取得なども積極的に行って参りました。また原理検証のための試作機１号機から３号機を完成さ

せお知らせしております。当初当社の検査装置の移動に利用するべく考えておりましたが、計画を変

え市中配送向けトラックなどの搬送補助装置として製品化することとし、2023 年末から荷役補助装置

として開発を続けてまいりました。このほど製品化に向けて目途が立ちましたことから、2025 年の販

売開始に向けて邁進してまいります。 

調達予定資金の概要は、トラック向け自重補償型エレベータの個別部材の図面化や製造体制構築  

と組立外注費用などで、５千万円、初期ロット（試作量産も含む）で、２千万円、プロモーションは  
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５百万円程度を考えております。また加えて自重補償機構を使った手押し台車を同時に製造する計画で 

有り、設計とプロトタイプの試作並びに初期ロットの製造などで２千万円、そして、量産（組立 

委託を含む）で１千万円また、プロモーションに 500万円を見込んでおります。 

 

⑥水素ナノバブルイオン量子水生成器 ノックダウン及び水素ナノバブルイオン量子水販売チャンネル

開拓費用（10,000千円） 

  2022 年 10 月 25 日付「水素ナノバブル洗浄水取り扱い開始のお知らせ」で PR 開示いたしました

NANOPLUS TECH 社（台湾）と水素ナノバブルイオン洗浄水生成装置の小型化と販売方法について協議

を続けてまいりましたが、2024年月６に NANOPLUS TECH社（台湾）の昆山工場で小型化に目途が付き、

デモ装置の導入を行い生成水の能力検証が終了したことから、日本国内における販売代理店として、

一般販売を始めることを決定いたしました。現在国内１社（千葉県内）と2025年１月をめどに生成水

の供給について契約書を交わすべく協議中です。今後更に販路開拓を行ってまいります。 

 資金の充当内訳として、ノックダウン費用で 500 万円、サンプル装置購入と輸送用タンク購入など

150万円、プロモーションは 350万円を予定しています。 

 

⑦その他運転資金（204,915千円） 

  当社の主力検査装置のメイン市場となる台湾、中国につきまして、上述しました通り2023年に問題

となった、アフターコロナに伴う IT 需要（巣ごもり需要とも揶揄される）の急減から顧客新規半導体

設備の投資見送りが続いておりました。2024 年、半導体工場各社は依然投資に慎重さを崩しておらず、

様子見の状況が続いておりました。2024 年の下半期では需要の戻りが期待され、新規設備投資が始ま

るとの情報も当社各顧客からはあるものの、投資のスピード感はまだ感じられる状況ではありません。

このような状況から当社として、調達額の一部、半期分の運転資金となる 204,915 千円を充当させて

頂く計画です。 

 

本第 12回新株予約権の権利行使によって得られた資金は、上述の資金使途に充当し、既存の検査装置

事業の収益力を強化するとともに、新規事業の事業化への投資を行い、会社の収益機会を増やし経営の

安定化を図ってまいります。 

今後、上述いたしました資金使途以外に更に緊急性の高い使途が発生し、その緊急性の高い使途に当

該資金を充当することが妥当であると判断される場合、直ちに資金使途の変更を開示いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方には、 

この資金を上記の資金使途に充当することによって、当社の成長戦略を実行し企業価値の向上を実現する

ことは、既存株主の利益にもつながるため、上記資金使途は合理性を有していると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本割当契約に定められた諸条件

を考慮した本新株予約権の評価を当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関で

ある株式会社東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（所在地：東京都千代田区永田町１丁目 11 番

28 号、代表取締役：能勢 元）（以下、「ＴＦＡ」といいます。）に依頼しました。ＴＦＡと当社及び割当予

定先との間には、重要な利害関係はありません。 

ＴＦＡは、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項

モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当予

定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映でき

る価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株

予約権の評価を実施しております。また、当該算定機関は、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の

株価（70 円）、ボラティリティ（27.53％）、当社の配当利回り（0％）、無リスク利子率（0.335％）、当社株
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式の流動性等について一定の前提を置いた上で、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動

に関する一定の前提条件（取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、割当予定先によ

る権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。）を

設定しております。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、

本新株予約権１個当たりの払込金額を当該評価額と同額である 115 円とし、本新株予約権の行使価額は当初、

2024年 10月 30日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である 70円としました。 

また、本第 12 回新株予約権の行使価額は 2024 年 11 月 20 日の割当日以降、毎週水曜日の直前取引日の株

式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合は、その直前の終値）

の 90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）に修正され

ますが、当該ディスカウント率（10％）は、割当予定先との間での協議により当社普通株式の株価動向及び

当社が 2023 年 12 月期までに３期連続して経常赤字を計上していること等を勘案した上で、2010 年４月１日

制定の日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（以下、「協会指針」といいます。）を踏ま

え、10％といたしました。 

本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす

可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモン

テカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的

な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での

協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額で

あると判断いたしました。 

なお、当社取締役・監査等委員３名全員（うち会社法上の社外取締役・監査等委員２名）からは、本新株

予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権の

発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けており

ます。 

・ ＴＦＡは新株予約権評価に関する知識・経験を有し、ＴＦＡと当社との間には、重要な利害関係は

存在しておりません。また、ＴＦＡは、割当予定先からも独立していると考えております。 

・ 本新株予約権の評価額の算定にあたり、ＴＦＡは公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価

額、当社普通株式の株価及びボラティリティ、権利行使期間等の前提条件を考慮して、新株予約権

の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正

価値を算定していることから、当該評価額は合理的な公正価格と考えられること 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本第 12 回新株予約権の目的である株式の総数は、10,000,000 株であり、本新株予約権が全て行使された場

合に交付される株式数は 10,000,000 株（議決権数 100,000 個）であります。2024 年６月 30 日現在の当社

発行済株式総数 43,641,000株を分母とする希薄化率は 22.91％（議決権の総数（436,353個）に対する割合

は 22.92％）の希薄化が生じます。 

しかしながら、今回の資金調達における資金使途は当社既存装置 WTS-577SRの使い勝手の良さと、価格競

争力を維持しながら、大手競合他社の性能に肉薄させ、価格を据え置くことで競争力は大幅に上昇し、当

社の主事業となる半導体検査装置事業を大きく飛躍させることが出来るものと考えます。また国内回帰が

叫ばれる国内半導体市場に目を向けたアナログ、デジタルとパワー半導体検査装置の開発は、中国、台湾

に偏っていた当社ビジネスを日本、中国、台湾と市場を広げるものです。加えて、新規事業となる自重補

償機構機器の開発並びに今後、更に進む高齢化社会を見据えた IoTセルフケアシステムは見守り機能を備え

ており、ヘルスケア業界への当社進出のトリガーとなるものです。そして販売店事業として水素ナノバブ

ルイオン量子水は SDG’s が叫ばれる社会において、化学系洗剤が環境に悪影響がある事を鑑み、より環境

に優しい洗浄水を社会に提供するものです。上記「２．募集の目的及び理由 （１）募集の目的」に記載

のとおり、今回の新株予約権の募集による資金調達を成功させ、前述の資金使途に充当することで、当社

は、デジタル、アナログ半導体市場に大きな強みを持つことが出来ます。また半導体検査装置事業 1 本で
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あった当社の事業領域を上述の新規事業を進めることで、多角化させ事業収益の柱を増やし、事業の継続、

強化に必要な対策が可能となります。今回の資金調達は、今まで弱かった新規アナログデジタル検査装置

の開発加速を目的にハードウエア、ソフトウエアエンジニア増強、並びに新規事業領域への進出に合わせ

た人員増強、更に既存の半導体検査装置事業も強化され、新規事業加速による収益の柱を増やすことで、

当社の中長期的な事業の安定化を目論んでおります。したがいまして、今回の第三者割当による新株予約

権の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るためには必要不可欠な規模及び数量であると考え

ております。なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が乏しくなった場合、又は本新株予約権よ

りも有利な資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得で

きる条項を付すことで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。 

また、本新株予約権が行使された場合の最大交付株式数 10,000,000 株に対して、当社株式の過去６か月

間における１日あたり平均出来高は、507,188 株であり、本新株予約権が行使された場合の最大交付株式

10,000,000株を本新株予約権の行使期間である１年間（245日／年間平均営業日数で計算）で売却すると仮

定した場合の１日当たりの株式数は約 40,816株となり、上記１日あたりの平均出来高の 8.05％に留まるこ

とから、当社普通株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有している

と判断しており、本新株予約権の行使により発行された当社普通株式の売却は、当社普通株式の流動性に

よって吸収可能であると判断しております。 

さらに、本第 12 回新株予約権を割当予定先に対して発行することにより、当社親会社である武漢精測電

子集団股份有限公司が持つ当社の不動株式の比率が本第 12 回新株予約権全量行使された場合、46.7%から

37%へと大きく下がり、当社株式の市場流動性が増加することが期待できます。このような観点からも今回

の、発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的で市場に良い影響があると判断しております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

① 名 称 ＧＦＡ株式会社 

② 所 在 地 東京都港区南青山 2丁目 2番 15号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 片田 朋希 

④ 

事 業 内 容 

金融サービス事業（ファイナンシャル・アドバイザリー事業、投融資事

業、不動産投資事業）、サイバーセキュリティ事業及び空間プロデュース

事業、ゲーム事業。 

  資 本 金 17億 222万円（2024年３月末日現在） 

⑥ 設 立 年 月 日 2002年 1月 8日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 80,259,358株（2024年３月末日現在） 

⑧ 決 算 期 ３月 31日 

⑨ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 331名（2024年３月末日現在） 

⑩ 主 要 取 引 先 投資家及び発行体 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行 

⑫ 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 

SEACASTLE SINGAPORE PTE. LTD. 6.13% 

濱野 晃浩           4.93% 

合同会社 CP1号匿名組合口    3.45% 

野村證券株式会社        3.36% 

株式会社 DMM.com証券      2.39% 

渡邊 賢二                     1.81% 

PHILLIP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 1.68% 

井川 満            1.12% 

長尾 康裕           1.10% 

INTERACTIVE BROKERS LLC    1.05% 

（2024年３月末日現在） 
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⑬ 当 事 会 社 間 の 関 係  

 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間に

は、特筆すべき人的関係はありません。 

 
取 引 関 係 

当該会社は、当社が 2023年１月 30日に割当した第三者割当による当社

第 11回新株予約権について、割当先としての引受実績があります。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関

係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：千円） 

決 算 期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 

純 資 産 1,084,268 2,008,658 209,808 

総 資 産 1,234,888 4,725,571 3,375,732 

１株当たり純資産（円） 39.77 370.64 13.89 

売 上 高 286,576 520,367 675,528 

営 業 利 益 △502,713 △1,587,038 △1,837,052 

経 常 利 益 △780,593 △1,851,806 △2,534,431 

当 期 純 利 益 △1,112,189 △2,185,958 △3,117,286 

１株当たり当期純利益（円） △56.23 △614.48 △540.47 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社事業計画を進めるため、当社「親会社」である武漢精測電子集団股份有限公司からの融資を検討しまし

たが、親会社からの融資には「外貨管理局の承認」などで相当の時間がかかることが判明し、また、銀行の融

資枠では必要な資金規模に達しないなどの理由から 2024 年２月下旬に第三者割当による新株の発行または予

約権の発行を当社取締役会にて協議いたしました。その後、2024 年３月から７月にわたる取締役会の報告協議

事項などで親会社からの融資に代えて、武漢精測電子集団股份有限公司からの追加投資または国内の投資会社

からの投資を受けるかなど協議をしてまいりましたが、2024 年８月末までに親会社から積極的な提案が無かっ

たことから、2024 年８月下旬に当社専務取締役である樋口真康より、以前に第三者割当による新株予約権の引

受を行っていただいた実績のある割当予定先代表取締役である片田朋希氏に対して打診を行ったところ、2024

年９月１日付にて、割当予定先代表取締役である片田朋希氏より第三者割当による新株予約権発行の提案を受

けました。その後、2024 年９月下旬の当社経営会議において株券等の保有方針並びに行使の条件等を検討した

結果、同社を割当先として選定することが資金調達の緊急性や当社企業価値の向上に資するものであり適切で

あると判断し、ＧＦＡ株式会社を割当先とすることを決定し、当社および割当予定先との間で本第 12 回新株

予約権の発行及び引受についてお互いに意向を確認いたしました。 

①主な決定理由 

・割当予定先は東京証券取引所スタンダード市場に上場する会社であること。 

・割当予定先はフィナンシャルアドバイザリー事業を 20年間手掛けている実績があること。 

関東財務局長（金商）第 2588号（投資助言・代理業） 

・割当予定先は不動産投融資事業を 20年間営んでいる実績があること。 

・割当予定先は傘下に子会社を 10社持ち多様な事業に投資を実行していること。 

・割当予定先は株式投資やファイナンス（金融や資金調達）にも実績があること。 

・割当予定先は当社の半導体検査装置事業を説明し大変興味を持って理解をいただいたこと 

・2023年１月 13日取締役会決議で実施した当社第三者割当による引受実績があること。 
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②割当予定先の投資目的は純投資であり、長期の保有計画はないことを意向書並びに口頭で確認しております。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

当社と割当予定先代表者との協議において、割当予定先が第三者割当で取得する本第 12 回新株予約権の

行使により取得する当社株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、運用に

際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。 

なお、本第 12 回新株予約権について、当社と割当予定先との間で、本届出書の効力発生後、本割当契約

書を締結する予定です。 

また、本割当契約において、当社と割当予定先は、本第 12 回新株予約権について、その行使価額が修正

されることとなった場合、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項、同規程施行規則第

436 条第１項及び第４項の定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」

第 13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本第 12回新株予約権を行使することによ

り取得される株式数が、本第 12 回新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の 10％を超える部分に

係る行使（以下、「制限超過行使」といいます。）を制限するよう措置を講じる予定です。 

具体的には、以下①～⑥の内容を本割当契約で定める予定です   

① 割当予定先は、本第 12 回新株予約権を行使しようとする日を含む暦月において、本第 12 回新株予約

権の行使によって取得することとなる当社普通株式の数（以下、「行使数量」といいます。）が、本第

12 回新株予約権の発行の払込期日時点における当社上場株式数の 10％を超えることとなる場合には、

制限超過行使を行うことができないものとし、また、当社は、割当予定先による制限超過行使を行わせ

ないものとします。 

（ⅰ）本第 12回新株予約権を複数の者が保有している場合は、当該複数の者による本第 12回新株予約

権の行使数量を合算します。 

（ⅱ）本第 12回新株予約権以外に当社が発行する別の MSCB等（日本証券業協会の第三者割当増資等の

取扱いに関する規則の定義によるものとします。）で新株予約権等を転換又は行使することができ

る期間が重複するもの（以下、「別回号 MSCB 等」といいます。）がある場合は、本第 12 回新株予約

権と当該別回号 MSCB等の新株予約権等の行使数量を合算します。 

また、当社上場株式数について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより取り扱う

ものとします。 

（ⅰ）本第 12 回新株予約権の発行の払込期日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた

場合は、当社の発行済普通株式総数に公正かつ合理的な調整を行います。 

（ⅱ）その他、当社の上場株式数については、日本証券業協会の定める平成 19年 5月 29日付「第三者

割当増資等の取扱いに関する規則」並びに東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第

436条第 2項及び第 3項の定めるところにより計算又は取り扱うものとします。 

② 割当予定先は、制限超過行使を行わないことに同意し、本第 12 回新株予約権行使にあたっては、あ

らかじめ、当社に対し、本第 12 回新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行

うものとします。 

③ 割当予定先は、本第 12 回新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対して、

当社との間で上記①②の内容及び転売先となる者が更に第三者に転売する場合にも上記①②の内容を約

させるものとします。 

④ 当社は、上記③の転売先となる者との間で、上記①及び②の内容及び転売先となる者が更に第三者に

転売する場合にも上記①及②の内容を約するものとします。 

⑤ 割当予定先は、次の各号に掲げる期間又は場合において制限超過行使を行うことができるものとしま

す。 

（ⅰ）当社普通株式が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等（以下、本項において「合併等」

といいます。）が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がな

されないことが公表された時までの間 

（ⅱ）当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止される
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ことが公表された時までの間 

（ⅲ）東京証券取引所金融商品市場において当社普通株式が監理銘柄又は整理銘柄に割り当てられた時

から当該割当てが解除されるまでの間 

（ⅳ）本第 12 回新株予約権の行使価額が発行決議日の東京証券取引所金融商品市場の売買立会におけ

る当社普通株式の終値以上の場合 

⑥ 割当予定先は、制限超過行使に該当することを知りながら、本新株予約権の行使を行ってはならない

ものとします。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先から提出を受けた 2024 年 10 月 25 日付の残高証明書により、割当予定先が現預金

104,472,333 円を保有していることを確認し、本第 12 回新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されてい

ることを確認いたしました。なお、本第 12回新株予約権の行使資金につきましては、割当予定先は一度に当

該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を保有しておりません。しかしながら、本第 12回新株予約権の行

使については、本第三者割当による取得した本第 12回新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場

で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰り返す方針であること、当社株式を売却する場合には可能な限

り市場動向に配慮しながら行うことの説明を割当予定先の代表取締役である片田朋希氏より口頭にて確認し

ております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

割当予定先と当社及び当社役員との間において、本第 12 回新株予約権の行使により取得する当社普通株式

に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。 

 

（６）割当予定先の実態等 

当社は、割当予定先であるＧＦＡ株式会社が、2024 年７月３日付のコーポレートガバナンス報告書 Ⅳ内

部統制システム等に関する事項 ２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 におい

て、「反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一

切関わりを持たず、また不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否します。また、新規取引先について

は、原則として日経テレコンを用いて情報収集を行い、反社会的勢力との関係の有無を調査しております。」

との記載を確認しております。また、当社は、割当予定先が「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、

反社会的勢力との関係遮断に関する組織的な対応を推進するための統括部署を設置する等、反社会的勢力排

除のための取組みを行っていることを割当予定先からのヒアリング等により確認しております。 

さらに当社は、割当予定先の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等の反社

会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチ

（住所：東京都港区赤坂二丁目 16 番６号 代表取締役 羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書

を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない

旨の報告を受けております。上記のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主が反社会勢力と

は一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 

以上より、当社は、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関

係も有しないものと判断しております。 

 

７．第三者割当後の大株主及び持株比率 

割当前（2024年６月 30日現在） 

Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd 45.82% 

RAKUGEN OVERSEAS INTERNATIONAL (HK) LIMITED 8.40% 

大畑 雅稔 3.60% 

楽天証券株式会社 2.20% 

PHILLIlP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 1.73% 
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INTERACTIVE BROKERS LLC 1.73% 

UBS AG HONG KONG 1.71% 

JＰモルガン証券株式会社 0.51% 

橋本 誠 0.36% 

松村 正人 0.35% 

（注）１．割当前の持株比率は、2024 年６月 30 日現在の株主名簿を基準として記載をしており、小数点以下第３

位を四捨五入して算出しております。  

２．割当予定先による長期保有は見込んでおりませんので、割当後の状況は記載しておりません。 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当は当社の自己資本及び手元資金の拡充に寄与することが考えられますが、当期の業績に与える影

響は軽微であると考えております。なお、開示すべき事項が発生した場合には直ちに開示いたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当は、希薄化率が 25％未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取

引所の定める上場規程第 432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（千円）(連結) 

 2021年 12月期 2022年 12月期 2023年 12月期 

売 上 高 307,576 210,315 407,449 

営 業 利 益 △730,710 △693,502 △558,459 

経 常 利 益 △668,818 △683,764 △552,095 

当 期 純 利 益 △629,178 △686,241 △554,572 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △19.04 △19.87 △13.85 

１ 株 当 た り 配 当 金 － － － 

１ 株 当 た り 純 資 産 47.86 37.24 37.94 

 

（２）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況（連結） 

 2021年 12月期 2022年 12月期 2023年 12月期 

始  値 176円 157円 99円 

高  値 222円 169円 102円 

安  値 175円 123円 85円 

終  値 189円 124円 92円 

 

② 最近６か月間の状況 

 2024年４月 2024年５月 2024年６月 2024年７月 2024年８月 2024年９月 

始  値 85円 81円 82円 87円 85円 99円 

高  値 92円 85円 100円 90円 120円 102円 

安  値 78円 78円 80円 82円 50円 80円 

終  値 81円 80円 89円 85円 96円 80円 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2024年 10月 30日現在 

始  値 69円 
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（３）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

①第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）及び 第 10回新株予約権（行使価額修正型新株予

約権転換権付）の発行 

割 当 日 2022年２月 16日 

発 行 新 株 予 約 権 数 

35,310個 

本第 9回新株予約権 30,310個 

本第 10回新株予約権 5,000個 

発 行 価 額 

総額 3,625,650円 

（本第 9回新株予約権１個につき 115円、本第 10回新株予約権 1個につき 28

円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

700,709,650円（差引手取概算額：697,921,650円） 

（内訳）  

本第 9回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：3,485,650円 

 新株予約権行使による調達額：497,084,000 円 

本第 10回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：140,000円 

 新株予約権行使による調達額：200,000,000 円 

差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達

金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して

出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額

です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可

能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び

当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。 

割 当 先 三田証券株式会社 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
33,041,000株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 

3,531,000株（新株予約権１個につき 100株） 

 本第９回新株予約権 3,031,000株 

 本第 10回新株予約権  500,000株 

本新株予約権の下限行使価額は 132円ですが、下限行使価額においても潜在株式

数は 3,531,000株です。 

 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

第９回新株予約権行使は完了しました。 

第 10回新株予約権については、全て取得・消却済み。 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

第９回新株予約権行使完了による調達額 421,127,650円（418,339,650円） 

第 10回新株予約権については、全て取得・消却済み 調達金額はありません。 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

上記差引手取概算額については、 

(ⅰ)製造部材調達及び外注製作費、407,921,650円 

(ⅱ)技術者増強及び運転資金、90,000,000円 

に充当するものです。 

高  値 70円 

安  値 68円 

終  値 70円 
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現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

2022年 11月 29日付（訂正）「第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正

条項付）及び第 10 回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に

関するお知らせ」の一部訂正について記載のとおり、調達した 421,267,650円につ

いては、それぞれ、(ⅰ)に 336,283,982 円、(ⅱ)技術者増強及び運転資金

84,983,668円の充当が完了しております。 

 

②第三者割当による第 11回新株予約権の発行 

割 当 日 2023年１月 30日 

発 行 新 株 予 約 権 数 39,000個 

発 行 価 額 総額 4,914,0000円（本第 11回新株予約権 1個につき 126円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

500,214,000円（差引手取金概算額：498,114,000円） 

（内訳） 

本第 11回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：  4,914,000円 

新株予約権行使による調達額：495,300,000円 

差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達

金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して

出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額

です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可

能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び

当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。 

割 当 先 ＧＦＡ株式会社 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
36,072,000株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 

3,900,000株（新株予約権１個につき 100株） 

本新株予約権の下限行使価額は 83円ですが、下限行使価額においても潜在株式数

は 3,900,000株です。 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
第 11回新株予約権行使は完了しました。 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

第 11回新株予約権行使完了による調達額 433,388,200円（430,088,200円） 

発行時の当初の資金使

途及び支出予定時期 

上記差引手取概算額については、 

・装置製造に関わる半導体部材仕入れ等            130,000,000円 

 （支出予定時期：2023年 1月～2023年 10月） 

・次世代先端システム開発費、バリエーション展開       100,000,000円 

 （支出予定時期：2023年 1月～2023年 12月） 

・技術者増強(技術営業、開発、サポート)           100,000,000円 

 （支出予定時期：2023年３月～2024年 12月） 

・製造工場移転増強                      70,000,000円 

 （支出予定時期：2024年３月～2025年 12月） 

・その他運転資金                       98,114,000円 

 （支出予定時期：2023年 1月～2024年 12月） 

に充当するものです。 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

当社は、半導体部材仕入れ、次世代装置の開発並びに技術者の増員と製造工場の

移転、その他運転資金への充当で 498,114,000 円の調達を予定しておりました。

しかしながら、当初想定していなかった、ウインテスト武漢に対する貸付の必要
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性が、調達期間中に発生いたしました。また、当社における資金使途の充当状況

に関して、同期間中に当社の株価変動が影響し、行使完了までの本新株予約権の

行使価額が修正され、当初予定していた調達予定額を下回りました。そのため、

調達資金が 7千万円余り減少したこと及び市場における半導体のダブつきによる半

導体の需要減速を受けて営業戦略、開発戦略の見直しを行ない、また 2023年 12月

期第１四半期中に割当予定先より 2022 年に資金の借入があったものを自己資金で

返済としており資金使途の範囲に含まれないと判断しておりました支出につい

て、改めて当社内において検証し、その返済の一部は、資金使途からの充当とし

て取扱うべきと判断したため、訂正することとしました。 

その結果、「当初資金使途」を変更することとし、2023 年８月４日付「資金使途変

更に関するお知らせ」及び 2023 年８月７日付「（訂正）「資金使途の変更について

のお知らせ」の一部訂正について」を開示し、以下の資金使途へ変更を行いまし

た。 

なお、2023 年 12 月 31 日時点におきまして、すべての資金使途への充当が完了し

ております。 

具体的な使途 金額（円） 

装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 66,000,000 

次世代先端システム研究開発費 Ver.1 30,000,000 

技術者増強（技術営業、開発、サポート） 70,000,000 

製造工場移転増強 － 

当社 100％子会社ウインテスト武漢への貸付（運転資金、資材購

入、拠点移転費用） 
70,000,000 

割当予定先からの借入の返済 47,000,000 

その他当社運転資金 147,088,200 

合計 430,088,200 
 

 

③第三者割当による新株式の発行 

払込期日 2023年 10月２日～2023年 11月 30日 

調達資金の額 399,921,000円  

発行価額 １株につき 109円 

募集時における発行済

株式数 

39,972,000株 

当該募集における発行

済株式数 

3,669,000株 

募集後における発行済

株式数 

43,641,000株 

割当先 楽言海外国際(香港)有限公司  3,669,000株 

当初の資金使途 ①次世代先端システム（WTS-9000S）開発資金及びバリエーション展開費用：70 百

万円 

②技術者増強に伴う人件費等(技術営業、開発技術者、アプリ、サポート開発人

員)：100百万円 

③SoC向け検査装置市場への参入のための 準備費用：150百万円 

④その他運転資金：72百万円 

支出予定時期 ①2023 年 10月～2024年８月 

②2023年 10月～2024年 12月 

③2023年 12月～2024年 12月 

④2023 年 10月～2024年４月 
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現時点における充当状

況 

① 次世代先端システム（WTS-9000S）開発資金及びバリエーション展開費用：70

百万円 

② 技術者増強に伴う人件費等(技術営業、開発技術者、アプリ、サポート開発人 

員)：100百万円 

② SoC向け検査装置市場への参入のための 準備費用：150百万円 

④ その他運転資金：72百万円 

 

11．発行要項 

 別紙記載のとおり 
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（別紙） 

ウインテスト株式会社第 12回新株予約権（第三者割当） 発行要項 

 

１．新株予約権の名称 

ウインテスト株式会社第 12回新株予約権（第三者割当）（以下「本第 12回新株予約権」といい、本発行要項

において「当社」とは「ウインテスト株式会社」を指す。） 

 

２．申込期日 

2024年 11月 20日 

 

３．割当日及び払込期日 

2024年 11月 20日 

 

４．募集の方法 

第三者割当ての方法により、全ての本第 12回新株予約権をＧＦＡ株式会社に割り当てる。 

 

５．新株予約権の目的である株式の種類及び数  

（１）本第12回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本第12回新株予約権１個の行使により

当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株

式の発行又は処分を「交付」という。）する数は 100 株（以下「割当株式数」という。）とする。本第 12 回

新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本第 12 回新株予約権の総数を乗じた数として

10,000,000株とする。但し、本項第２号乃至第４号により割当株式数が調整される場合には、本第 12回新

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

（２）当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第８項に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式数は次の

算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調

整は行わない。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める行使価

額調整式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

（３）調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 10 項第２号及び第５号による行使価額の調整に

関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本第 12 回新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用

開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 10 項第２号⑤に定める場合その他適用開始日の前日

までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。  

 

６．本第 12回新株予約権の総数 

100,000個  

 

７．各本第 12回新株予約権１個当たりの払込金額 

金 115円 

 

８. 本第 12回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

（１）本第12回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各本第12回新株予約権の行使に際して出

資される財産の本第 12 回新株予約権１個当たりの価額は、本項第２号に定める行使価額に割当株式数を乗
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じた額とする。 

（２）本第12回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの価額（以下「行使価額」という。）

は、当初 70円とする。但し、行使価額は第９項に定める修正及び第 10項に定める調整を受ける。  

 

９．行使価額の修正 

 行使価額は、割当日以降、毎週水曜日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、

その直前の終値）の 90.0％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）

が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、

当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 55 円（以下「下限行使価額」とい

い、第 10 項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

上記修正が行われる場合には、当社は、当該本第 12 回新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。 

 

10. 行使価額の調整 

（１）当社は、本第 12 回新株予約権の発行後、下記第２号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に

変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」と

いう｡）をもって行使価額を調整する。  

 

 

 

（２）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。  

① 本項第４号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有す

る当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、当社の役員及び従業員並びに

当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式

の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及

び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第４号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項第４号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（無償割当ての場合を含む。

但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを

発行する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行
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使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は

割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）

の取得と引換えに本項第４号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後

行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価

額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該

承認があった日までに本第 12 回新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を追加的に交付する。 

 

 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。 

（３）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、

行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整す

る場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を

使用する。 

（４）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす

る。  

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第２号⑤の場合

は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く｡）の東京証券取引所における

当社普通株式の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数と

する。また、上記第２号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日にお

いて当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡  

（５）上記第２号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第 12 回新株予

約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（６）上記第２号の規定にかかわらず、上記第２号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第９項に基づ

く行使価額の修正日と一致する場合には、上記第２号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但

し、この場合も、下限行使価額（第９項に定義する｡）については、かかる調整を行うものとする｡ 

（７）行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行使価額の適用

開始日の前日までに、本第 12 回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価

額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知
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する。但し、上記第２号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場

合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。  

 

11．本第 12回新株予約権の行使期間 

2024年 11月 21日から 2025年 11月 20日までの期間とする。 

 

12．その他の本第 12回新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

13．本第 12回新株予約権の取得事由 

 当社は、2025 年２月 20 日以降いつでも、本第 12 回新株予約権者に対し会社法第 273 条及び第 274 条の規

定に従って14取引日前までに通知した上で、当社取締役会で定める取得日に、本第12回新株予約権１個当た

りの払込金額と同額で、本第12回新株予約権者の保有する本第12回新株予約権の全部又は一部を取得するこ

とができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のい

かなる規定にもかかわらず、当社による本第 12 回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第

166 条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を

有しないものとする。 

 

14．合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の本第 12回新株予約権の交付 

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株

式移転（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前にお

いて残存する本第 12 回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継

会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称

する。）は以下の条件に基づき本第 12 回新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付すること

ができる。  

① 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本第 12 回新株予約権の数を基に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に

調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

② 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。  

⑤ 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金、当該新株予約権の取得事由、組織再編成行為の場合の新株予約権の

交付、新株予約権証券の発行、新たに交付される新株予約権の行使の条件 

本第 12回新株予約権の発行要項に準じて、組織再編成行為に際して決定する。 

 

15．本第 12回新株予約権証券の発行  

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。  

 

16．本第 12回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金  

 本第 12 回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額
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を減じた額を増加する資本準備金の額とする。  

 

17．本第 12回新株予約権の行使請求及び払込の方法  

（１）本第12回新株予約権を行使する場合、第11項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に、当該

本第12回新株予約権者が本第12回新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管

理機関を通じて、第 19項記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

（２）本第12回新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本第12回新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額を第 20 項に定める行使請求の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り

込むものとする。 

（３）本第12回新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な全部の事項が第19項記載の行使請求受付場所

に通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全額が前号に定める口座に入金され

た日に発生する。 

 

18．本第 12回新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本発行要項及び割当予定先との間で締結される割当契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定

モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動

性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の

株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本第 12 回新株予約権

１個当たりの払込金額を第７項に記載のとおりとした。更に、本第 12 回新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は第８項に記載のとおりとした。 

 

19．行使請求受付場所  

三菱 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

 

20．払込取扱場所  

スルガ銀行株式会社 横浜支店 

 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本第 12 回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受ける。また、本第 12 回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の

定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

 

23．その他  

（１）会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中に読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必

要な措置を講じる。  

（２）本第 12回新株予約権の発行については、有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

（３）その他本第 12回新株予約権発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 

以 上 
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